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 香川県は、地震発生時における建築物等の倒壊による緊急輸送道路の閉塞を防ぎ、避難や救援救急

活動、緊急物資の輸送等の機能を確保するため、国の制度を活用し、緊急輸送道路沿道の民間建築物

の耐震診断、補強設計、耐震改修等を行う方に補助金を交付する市町に対し補助を行います。 

■補助対象建築物・要件等 

１．昭和５６年５月３１日以前に着工した民間の建築物等で、地震により倒壊し緊急輸送道路※１・

避難路※２を閉塞するおそれのあるもの 

※１ 緊急輸送道路：香川県地域防災計画で緊急輸送道路として指定された道路 

※２ 避難路：香川県耐震改修促進計画において指定した、緊急輸送道路のうち DID 地区（H22 国勢調査に

よる人口集中地区）内にある第１次輸送確保路線 

２．建築基準法の規定に違反していないもの 

３．耐震補強設計、耐震改修、建替え、除却を行う場合は、耐震診断の結果、倒壊の危険性等があ

ると判断されたもの 

４．以下の条件に該当するもの 

緊急輸送道路沿道建築物 

以下のいずれかに該当するもの 

(Ａ)住宅以外の建築物であって、耐震改修促進法第５条第３項第２号の政令で定めるもの【図１】 

(Ｂ)共同住宅であって、いずれかの部分の高さが、当該部分から前面の緊急輸送道路の境界線ま

での水平距離に、道路の幅員の 1/2 に相当する距離を加えたものを超えるもの【図２】 

避難路沿道建築物 

耐震改修促進法第５条第３項第２号の政令で定めるもの【図１】 

【図１】 耐震改修促進法第５条第３項第２号の政令で定めるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図２】 共同住宅（緊急輸送道路沿道建築物） 

 

 

 

 

 

 

 

 

香川県緊急輸送道路沿道建築物等耐震対策支援事業 

①前面道路幅員が 12ｍを超える場合は、幅員(Ｌ)

の１／２に前面道路の境界までの距離（ℓ）を加

えた高さ（Ｌ／２＋ℓ）を超えるもの 

②前面道路幅員が 12ｍ以下の場合は、６ｍに前面

道路の境界までの距離（ℓ）を加えた高さ（６＋

ℓ）を超えるもの 

前面道路までの距離＝ℓ 

前面道路の幅員(Ｌ)の１／２に前面道路の境界までの距離(ℓ)を加えた高さ(Ｌ／２＋ℓ)を超えるもの 
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■支援制度の概要 

○緊急輸送道路沿道建築物の場合 
補助対象事業費の限度額は、①により算出した額と②を比較して、いずれか少ない額とします。 

対象建築物 建築物 マンション※１ 
共同住宅 

（マンションを除く） 

耐震診断 

補 助 率 ２/３ 

補
助
対
象
事
業
費 

①m2 当たり 

 単価限度額 

1,000m2 以内の部分      ：４,５８０円/m2 

1,000m2 超～2,000m2 以内の部分：２,３５０円/m2 

2,000m2 超の部分       ：１,５７０円/m2 

ただし、設計図書の復元、第３者機関の判定等の通常の耐震診断に要

する費用以外の費用を要する場合は２３５万円を限度として加算する

ことができる。 

②棟当たり 

限度額 
６００万円／棟 

補助金限度額 

(負担割合) 

４００万円／棟 

(国１/３ 県１/６ 市町１/６、 所有者１/３) 

補強設計 

補 助 率 ２/３ 

補
助
対
象
事
業
費 

①m2 当たり 

 単価限度額 

1,000m2 以内の部分      ：４,５８０円/m2 

1,000m2 超～2,000m2 以内の部分：２,３５０円/m2 

2,000m2 超の部分       ：１,５７０円/m2 

ただし、設計図書の復元、第３者機関の判定等の通常の耐震診断に要

する費用以外の費用を要する場合は２３５万円を限度として加算する

ことができる。 

②棟当たり 

限度額 
６００万円／棟 

補助金限度額 

(負担割合) 

４００万円／棟 

(国１/３ 県１/６ 市町１/６、 所有者１/３) 

耐震改修 

工 事 

・ 

建替え 

工 事 

・ 

除 却 

工 事 

補 助 率 ２/３ 

事
業
費 

補
助
対
象 

①m2 当たり 

 単価限度額 

５７,０００円/m2 

(Is 値※２0.3 未満の場合 

 ６２,７００円/m2) 

５１,７００円/m2 

(Is 値※２0.3 未満の場合 

  ５６,９００円/m2) 

３９,９００円/m2 

②棟当たり 

限度額 
９,０００万円／棟 

補助金限度額 

(負担割合) 

６,０００万円／棟 

(国１/３ 県１/６ 市町１/６、 所有者１/３) 

※１ マンション：共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が 1,000m2 以上であり、かつ、

地階を除く階数が３階以上のもの 

※２ Ｉｓ値：構造耐震指標 
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■支援制度の概要 

○避難路沿道建築物の場合 
補助対象事業費の限度額は、①により算出した額と②を比較して、いずれか少ない額とします。 

対象建築物 建築物 マンション※１ 
住 宅 

（マンションを除く） 

耐震診断 

補 助 率 １０/１０ 

補
助
対
象
事
業
費 

m2 当たり 

単価限度額 

1,000m2 以内の部分      ：４,５８０円/m2 

1,000m2 超～2,000m2 以内の部分：２,３５０円/m2 

2,000m2 超の部分       ：１,５７０円/m2 

ただし、設計図書の復元、第３者機関の判定等の通常の耐震診断に要

する費用以外の費用を要する場合は２３５万円を限度として加算する

ことができる。 

補強設計 

補 助 率 ５/６ 

補
助
対
象
事
業
費 

①m2 当たり 

 単価限度額 

1,000m2 以内の部分      ：４,５８０円/m2 

1,000m2 超～2,000m2 以内の部分：２,３５０円/m2 

2,000m2 超の部分       ：１,５７０円/m2 

ただし、設計図書の復元、第３者機関の判定等の通常の耐震診断に要

する費用以外の費用を要する場合は２３５万円を限度として加算する

ことができる。 

②棟当たり 

限度額 
６００万円／棟 

補助金限度額 

(負担割合) 

５００万円／棟 

(国１/２ 県１/６ 市町１/６、 所有者１/６) 

耐震改修 

工 事 

・ 

建替え 

工 事 

・ 

除 却 

工 事 

補 助 率 １１/１５ 

事
業
費 

補
助
対
象 

①m2 当たり 

 単価限度額 

５７,０００円/m2 

(Is 値※２0.3 未満の場合 

 ６２,７００円/m2) 

５１,７００円/m2 

(Is 値※２0.3 未満の場合 

  ５６,９００円/m2) 

３９,９００円/m2 

②棟当たり 

限度額 
９,０００万円／棟 

補助金限度額 

(負担割合) 

６,６００万円／棟 

(国２/５ 県１/６ 市町１/６、 所有者４/１５) 

※１ マンション：共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が 1,000m2 以上であり、かつ、

地階を除く階数が３階以上のもの 

※２ Ｉｓ値：構造耐震指標 
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■市町の補助制度創設状況(令和８年４月１日現在) 

下記の市町が制度を創設して補助事業を実施しています。 

補助要件など、詳しくは各市町にお問い合わせ下さい。 

市 町 部 署 ＴＥＬ 

高松市 都市整備局住宅建築部建築指導課 ０８７－８３９－２４８８ 

丸亀市 都市整備部建築住宅課住宅政策室 ０８７７－２４－８８１４ 

坂出市 建設経済部建設課 ０８７７－４４－５０１１ 

善通寺市 都市整備部建築住宅課 ０８７７－６３－６３３７ 

観音寺市 建設部建設課 ０８７５－２３－３９４２ 

さぬき市 建設経済部都市整備課 ０８７－８９４－１１１３ 

東かがわ市 事業部都市整備課 ０８７９－２６－１３０４ 

三豊市 建設経済部建築住宅課 ０８７５－７３－３０４４ 

宇多津町 地域整備課 ０８７７－４９－８０１２ 

琴平町 地域整備課 ０８７７－７５－６７０８ 

 

問合せ先 

香川県土木部建築指導課 総務・企画グループ  ０８７－８３２－３６１２ 

 

 

 


